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 「未来志向型の取引慣行に向けて」に係る自主行動計画のフォローアップ調査 
 
回答送付先：E-mai l : research@jisa.or . jp     回答期限：令和 7年 11月 19日(水)  

対象取引：調査の対象となる事業者間取引(Ｂ to Ｂ取引)は、中小企業との取引です。(大企業同士の取引は

対象になりませんので御留意ください。) 

 なお、下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引に限らず、継続的な納入・役務の提供等の売買取引等、

販売先が優越的な地位になり得る取引を幅広く対象としております。※記入要領参照 

※調査対象時期：本調査は令和 7年 10月 1日時点での状況につきお尋ねします。 

※設問の構成は、「基礎情報」「事業者調査票」です。【発注者の立場】の取引状況をご回答ください。 

 

Ⅰ．基礎情報 
① 貴社自身の取引上の地位*に最も近いものをお答えください。【単一回答】 

*【例】企業A(完成品メーカー) → 企業B(1次下請) → 貴社(2次下請) → 企業C(3次下請) … 「2次下請」を選択 

1 完成品メーカー 2 1次下請 3 2次下請 4 3次下請 5 4 次以下の下請 6 分からないまたは 

場合により変動する 

 

② 貴社の資本金をお答えください(貴社単独での資本金額)。【単一回答】 

1 1,000万円以下 2 1,000万円超 5,000万円以下 3 5,000万円超 1億円以下 

4 1億円超 3億円以下 5 3億円超 10億円以下 6 10億円超 

 

③ 貴社の従業員数をお答えください(貴社単独での従業員数)。【単一回答】 

1 5人以下 2 5人超 20人以下 3 20人超 50人以下 

4 50人超 100人以下 5 100人超 300人以下 6 300人超 

 

④ 貴社の業種をお答えください。【単一回答】 

※複数ある場合は、売上げが最も多い業種を 1つ選んでください。 

1 建設業(ハウスメーカー) 2 建設業(ハウスメーカー以外) 3 食品製造業 

4 繊維業 5 建材・住宅設備業 6 パルプ・紙・紙加工品製造業 

7 印刷業 8 製薬産業 9 化学産業(製薬産業以外) 

10 鉄鋼業 11 非鉄金属製造業 12 金属製品製造業 

13 機械製造業 14 医療機器，介護・福祉用具製造業 15 電機・情報通信機器製造業 

16 自動車・自動車部品製造業 17 造船業 18 航空宇宙工業 

19 その他の製造業 20 電気・ガス・熱供給・水道業 21 通信業 

22 放送コンテンツ業 23 映像・音声・文字情報制作業 24 情報サービス・ソフトウェア業 

25 トラック運送業 26 運輸業，郵便業(ﾄﾗｯｸ運送業以外) 27 卸売業 

28 小売業 29 物品賃貸業 30 不動産管理業 

31 専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 32 広告業 33 宿泊業 

34 飲食サービス業 35 生活関連サービス業 36 自動車整備業 

37 警備業 38 その他のサービス業 39 その他(上記以外)(        ) 

 
⑤ 貴社は、下請取引適正化に関する以下の法令や取り組み等について御存知ですか。【複数回答可】 

1 下請代金支払遅延等防止法 

(下請法)※令和 8 年 1月より「製造委託等に

係る中小受託事業者に対する代金の支払の

遅延等の防止に関する法律」に改名 

2 下請中小企業振興法 

(振興基準)※令和 8 年 1 月より「受託中

小企業振興法」に改名 

3 業界毎の下請ガイドライン 

4 業界団体の自主行動計画 5 価格交渉促進月間(3月・9月) 6 パートナーシップ構築宣言 

7 労務費の適切な転嫁のための価

格交渉に関する指針(労務費指針) 

8 特定受託事業者に係る取引の適正

化等に関する法律(フリーランス法) 

9 中小企業者に関する国等の

契約の基本方針 

10 JISA 会長レター(情報サービス産業における適正な人的資本価値の実現及び労務費等の適正な転嫁に向

けたお願い(令和 6年 6月、令和 7年 1月) 

 

mailto:research@jisa.or.jp
mailto:research@jisa.or.jp
https://www.jisa.or.jp/Portals/0/data/torihiki_fu2025_yoryo.pdf
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＜事業者調査票＞ 

貴社が発注者の立場にある取引の状況についてお答えください。 

 
Ⅰ．仕入先(発注先)情報 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 
 
設問1. 貴社が常時取引している仕入先(発注先)の数をお答えください。【数値回答】 

貴社と BtoB取引のある中小企業で常時取引をしている仕入先(発注先)数 

全        社 
 

設問2. 仕入先(発注先)との取引に係る内容(納期、支払条件、仕様等)に契約書等の書面は存在しますか。 

【単一回答】 

1 全ての取引先との間で存在する 2 一部の取引先との間で存在する 3 存在しない 4 分からない 
 

設問3. 取引金額が最も大きい仕入先(発注先)は、貴社と同じ業種ですか。【単一回答】 

1 同じ業種 2 違う業種 3 分からない 

 

 

 

Ⅱ．価格決定方法 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 
 

設問4. 2025年度に適用する単価の決定・改定にあたり、取引を行う仕入先(発注先)との協議の実施状況につい

てお答えください。【単一回答】 

1 全ての仕入先
(発注先)と協議した 
(100%) 
→設問 5へ 

2 多くの仕入先(発
注先)と協議した 
(99～81%) 
→設問 5へ 

3 一部の仕入先
(発注先)と協議した 
(80～41%) 
→設問 5へ 

4 あまり協議しな
かった 
(40～1%) 
→設問 6へ 

5 全く協議しなか
った 
(0%) 
→設問 6へ 

 

設問5. 設問 4 で「1: 全ての仕入先と協議した(100%)」「2: 多くの仕入先と協議した(99～81%)」「3: 一部の仕入先

と協議した(80～41%)」と回答した方にお伺いします。 

単価の決定・改定の協議について、貴社と仕入先(発注先)のどちらから申入れを行う場合が多かったですか。

【単一回答】 

1 貴社 2 仕入先(発注先) 3 双方 
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設問6. 直近１年間の各仕入先(発注先)との取引について、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する

指針」に記載される各項目をどの程度遵守出来ているかをお答えください。 

【各項目単一回答】 

① 労務費の価格交渉について経営トップが関与している 

1 対応できている 2 対応できていない 

② 仕入先(発注先)と定期的に労務費の価格転嫁について協議の場を設けている 

1 全てについて対

応できている(100%) 

2 概ね対応できて

いる(99～81%) 

3 一部対応できて

いる(80～41%) 

4 あまり対応でき

ていない(40～1%) 

5 対応できていな

い(0%) 

③ 仕入先(発注先)に労務費の価格転嫁に関する資料や説明を求める場合は、公表資料を用いるよう依頼す

る  

1 対応できている 2 対応できていない 

④ サプライチェーン全体での適正な価格転嫁を行うことを意識して、要請額の妥当性を判断する 

1 対応できている 2 対応できていない 

⑤ 仕入先(発注先)から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合、協議のテーブルにつく 

1 全てについて対

応できている(100%) 

2 概ね対応できて

いる(99～81%) 

3 一部対応できて

いる(80～41%) 

4 あまり対応でき

ていない(40～1%) 

5 対応できていな

い(0%) 

⑥ 必要に応じて仕入先(発注先)に労務費上昇分の価格転嫁に関する考え方を提示する 

1 対応できている 2 対応できていない 

⑦ 定期的に仕入先(発注先)とコミュニケーションをとる 

1 全てについて対

応できている(100%) 

2 概ね対応できて

いる(99～81%) 

3 一部対応できて

いる(80～41%) 

4 あまり対応でき

ていない(40～1%) 

5 対応できていな

い(0%) 

⑧ 価格交渉の記録を作成し、貴社と仕入先(発注先)の双方で保管する 

1 全てについて対

応できている(100%) 

2 概ね対応できて

いる(99～81%) 

3 一部対応できて

いる(80～41%) 

4 あまり対応でき

ていない(40～1%) 

5 対応できていな

い(0%) 

⑨ その他(自由記載) 
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設問7. 直近 1 年間で取引金額が最も大きい仕入先(発注先)との取引について、2025 年度に適用する単価の決

定・改定にあたり、仕入先(発注先)の各コスト増加分をどの程度反映できましたか。貴社の御認識をお答えく

ださい。【各項目単一回答】 

① コスト全般の変動の価格反映状況 

1 全て反映した 

(100%) 

2 概ね反映した 

(99～81%) 

3 一部反映した 

(80～41%) 

4 あまり反映しな

かった(40～1%) 

5 反映しなかった

(0%) 

6 減額した 

(マイナス) 

② 労務費の変動(最低賃金の引上げ、人手不足への対処等による労務費の上昇)の価格反映状況 

1 全て反映した 

(100%) 

2 概ね反映した 

(99～81%) 

3 一部反映した 

(80～41%) 

4 あまり反映しな

かった(40～1%) 

5 反映しなかった

(0%) 

6 減額した 

(マイナス) 

③ 原材料価格の変動の価格反映状況 

1 全て反映した 

(100%) 

2 概ね反映した 

(99～81%) 

3 一部反映した 

(80～41%) 

4 あまり反映しな

かった(40～1%) 

5 反映しなかった

(0%) 

6 減額した 

(マイナス) 

④ エネルギー価格の変動の価格反映状況 

1 全て反映した 

(100%) 

2 概ね反映した 

(99～81%) 

3 一部反映した 

(80～41%) 

4 あまり反映しな

かった(40～1%) 

5 反映しなかった

(0%) 

6 減額した 

(マイナス) 

 

 

Ⅲ．減額要請(歩引きやリベート等) 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 
 
設問8. 直近 1 年間で、取引を行う仕入先(発注先)との取引について、歩引きやリベート等により、発注時に定め

た代金から差し引いた若しくは支払代金の割り戻しを要請した(以下、「減額要請した」という)ことはありますか。

【単一回答】 

1 減額要請したことがある→設問 9へ 2 減額要請したことはない→Ⅳ．支払い条件へ 

 

設問9. 設問 8で「1: 減額要請したことがある」と回答した方にお伺いします。 

歩引きやリベート等の減額要請を行うにあたり、仕入先(発注先)のために実施した行為についてあてはまるも

のをお答えください。【複数回答可】 

1 発注量を増加する等、別の形で適正なコストを負担した 

2 書面等により合理的な説明を行った 

3 仕入先(発注先)と十分協議を行った 

4 何も実施していない 

5 その他(                                     ) 
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Ⅳ．支払い条件 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 

■支払い手段に関する質問 
 
設問10. 直近 1 年間で取引金額が最も大きい仕入先(発注先)との取引について、現金払い(製品等の受領日から

60日以内の現金払)の割合をお答えください。【単一回答】 

1 全て現金払い(100%) 

→Ⅴ．知的財産等への対応へ 

2 現金は 50％以上 

→設問 11へ 

3 現金は 30～50％未満 

→設問 11へ 

4 現金は 10～30％未満 

→設問 11へ 

5 現金は 10％未満 

→設問 11へ 

6 全て手形等の支払い(現金 0％) 

→設問 11へ 

 

設問11. 設問 10で「1: 全て現金払い」”以外”を回答した方にお伺いします。 

現金以外の支払いで最も多い支払い手段をお答えください。【単一回答】 

1 約束手形 2 電子債権 3 一括決済方式 

(ファクタリング) 

4 期日現金(製品等の受

領日から 60日超) 

5 その他

(           ) 

 

設問12. 設問 11で「1: 約束手形」「2: 電子債権」または「3: 一括決済方式(ファクタリング)」と回答した方にお伺い

します。 

取引代金を手形等(約束手形・電子債権・一括決済方式(ファクタリング)のいずれか)で支払う場合*、手形等の

サイトはどれくらいですか。【単一回答】 

*発注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定してお答えください。 

1 30日(1 ヶ月)以内 2  60日(2 ヶ月)以内 3 60日(2 ヶ月)超 

 

■約束手形に関する質問 

 

設問13. 設問 10で「1: 全て現金払い」”以外”を回答した方にお伺いします。 

貴社は 2026年 1月 1日以降に、支払手段として約束手形の利用が認められない事を御存知ですか。 

【単一回答】 

*2026 年 1 月 1 日付けで施行される下請法の改正法において、対象取引において手形払を禁止し、また、

その他の支払手段(電子債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困

難なものは禁止されます。 

1 知っている 2 知らなかった 

 

設問14. 2026 年 1 月 1 日以降に発注する取引の代金の支払いについて、最も多いと考えられる支払方法をお答

えください。【単一回答】 

1 現金(製品等の受領

日から 60 日以内の現金

払) 

2 電子債権 3 一括決済方式

(ファクタリング) 

4 その他 

(       ) 

5 分からない 

 

設問15. 設問 14 で「1: 現金(期日現金(製品等の受領日から 60 日以内の現金払))“以外”を回答した方にお伺い

します。 

取引代金を手形等(約束手形・電子債権・一括決済方式(ファクタリング)のいずれか)で支払う場合*、手形等の

サイトはどれくらいと考えられますか。【単一回答】 

*受注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定してお答えください。 

1 30日(1 ヶ月)以内 2  60日(2 ヶ月)以内 3  その他(       ) 
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Ⅴ．知的財産等への対応 

貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 
設問16. 貴社の取引先企業のうち、何割程度の企業と知的財産等*を扱う取引があるかお答えください。【単一

回答】 
*特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密(ノウハウ、金型・設計図・図面等)等 

1  全ての企業と

知的財産等を扱う

取引がある(100%) 

→設問 17へ 

2  多くの企業と

知的財産等を扱う

取引がある 

(99～81%) 

→設問 17へ 

3 一部の企業と

知的財産等を扱う

取引がある 

(80～41%) 

→設問 17へ 

4 あまり知的財産

等を扱う取引はない

(40～1%) 

→設問 17へ 

5 知的財産等を

扱う取引はない(0%) 

→設問 20へ 

 

設問17. 設問 16で、知的財産等を扱う取引がある(選択肢 1～4)と回答した方にお伺いします。 

直近 1 年間で、知的財産等を含む取引において適正な取引を実現するための取組(以下、単に「取組」とい

う。)を実施した取引先企業の割合をお答えください。【単一回答】 

1  全ての企業

に実施した(100%) 

→設問 18へ 

2 多くの企業に実

施した(99～81%) 

→設問 18へ 

3 一部の企業に

実施した(80～41%) 

→設問 18へ 

4 あまり実施しなか

った(40～1%) 

→設問 18へ 

5 全く実施しなかっ

た(0%) 

→設問 19へ 

 

設問18. 設問 17で、適正な取引を実現するための取組を実施した(選択肢 1～4)と回答した方にお伺いします。 

具体的にどのような取組を行っているかお答えください。【複数回答可】 

1 双務的な秘密保持契約を締結している 

2 契約の締結に当たって、仕入先(発注先)と明示的に内容の協議を行っている 

3 秘密保持契約を締結する前は、仕入先(発注先)が有する営業上の秘密を知り得る行為をしない 

4 取引に必要な範囲を超えて仕入先(発注先)が有するノウハウや技術情報の提供を求めないように留意して

いる。 

5 工場監査・品質保証の際には、事前にその個所を明示し、その目的を達成するために必要な範囲の確認に

とどめている 

6 仕入先(発注先)と共同で開発した発明等の権利の帰属について、明示的に協議の上決定している 

7 知的財産に対しては適切に対価を支払っている 

8 知的財産権に関する紛争の責任や、権利侵害調査の負担について、明示的に協議の上決定している。 

9 その他(                                    ) 

 

設問19. 設問 17で「5: 全く実施しなかった(0%)」と回答した方にお伺いします。 

取組を実施していない理由をお答えください。【複数回答可】 

1 仕入先(発注先)には、知的財産権等が存在していないと考えているため 

2 自社には、知的財産権に係る適正な取引を実現するための取組を行う慣行がないため 

3 自社に定型の契約書書式があり、個別の契約変更には応じていないため 

4 知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形の内容が、全社的には浸透していないため 

5 知的財産に関する意識が全社的には浸透していないため 

6 仕入先(発注先)から明示的に配慮不要といわれているため 

7 仕入先(発注先)から知的財産に関する要望が出されていないため 

8 その他(                                    ) 
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Ⅵ．働き方改革への対応 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 

 
設問20. 貴社が仕入先(発注先)に発注を行う際、仕入先(発注先)の働き方に配慮した発注を行っているかお答え

ください。【単一回答】 

1 配慮している 2 配慮していない 3 その他(       ) 

 
設問21. 貴社が行った働き方改革に関する対応*の結果、仕入先(発注先)に対し影響が生じる可能性がある項目

についてお答えください。【複数回答可】 

*時間外労働の上限規制に関する対応、同一労働同一賃金に関する対応など 

1 特に影響はない 2 急な仕様変更への対応の増加 3 短納期での発注の増加 

4 検収の遅れ 5 支払決済処理のズレによる入金の遅

れ 

6 従業員派遣を要請 

7 発注業務の拡大・営業時間の延長 8 祝休日出勤の増加  9 その他(       ) 

10 分からない   

 

設問22. 直近 1 年間で、貴社が行った働き方改革に関する対応*により、短納期発注や急な仕様変更などを行っ

た場合に貴社が適正なコストを負担した状況をお答えください。【単一回答】 

*時間外労働の上限規制に関する対応、同一労働同一賃金に関する対応など 

1 全ての仕入

先(発注先)につ

いて適正コストを

負担した 

(100%) 

2 多くの仕入

先(発注先)につ

いて適正コストを

負担した 

(99～81%) 

3 一部の仕入

先(発注先)につ

いて適正コストを

負担した 

(80～41%) 

4 適正コスト

の負担はあまり

しなかった 

(40～1%) 

5 適正コスト

は全く負担しな

かった(0%) 

 

6 短納期発注

や急な仕様変更

などは行ってい

ない 
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Ⅶ．型取引の適正化 
貴社と BtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。 

 

設問23. 仕入先(発注先)との取引における型取引の状況(有無)についてお答えください。 

【複数回答可】 

1 金型がある 

→設問 24へ 

2 木型がある 

→設問 24へ 

3 樹脂型がある 

→設問 24へ 

4 治具がある 

→設問 24へ 

5 型取引はない 

→Ⅷ．その他へ 

 

設問24. 設問 23で「5: 型取引はない」”以外”を回答した方にお伺いします。 

型取引のある仕入先(発注先)の数は、どの程度ですか。【単一回答】 

1 全ての仕入先(発注先)

で型取引がある(100%) 

2 多くの仕入先(発注先)

で型取引がある(99～81%) 

3 一部の仕入先(発注先)

で型取引がある 

(80～41%) 

4 型取引のある仕入先

(発注先)は少ない(40～1%) 

 

設問25. 設問 23で「5: 型取引はない」”以外”を回答した方にお伺いします。 

直近 1 年間の仕入先(発注先)に対する、型管理における適正化や改善への取組の実施状況をお答えくださ

い。【各項目単一回答】 

① 書面等による取引条件の明確化 

1 全ての企業に実

施した(100%) 

2 多くの企業に実

施した(99～81%) 

3 一部の企業に実施

した(80～41%) 

4 あまり実施しなか

った(40～1%) 

5 実施しなかった(0%) 

② 型代金又は型製作費の早期の支払い 

1 全ての企業に実

施した(100%) 

2 多くの企業に実

施した(99～81%) 

3 一部の企業に実施

した(80～41%) 

4 あまり実施しなか

った(40～1%) 

5 実施しなかった(0%) 

③ 量産終了後の型の保管費用の支払い 

1 全ての企業に実

施した(100%) 

2 多くの企業に実

施した(99～81%) 

3 一部の企業に実施

した(80～41%) 

4 あまり実施しなか

った(40～1%) 

5 実施しなかった(0%) 

④ 不要な型の廃棄費用の支払い 

1 全ての企業に実

施した(100%) 

2 多くの企業に実

施した(99～81%) 

3 一部の企業に実施

した(80～41%) 

4 あまり実施しなか

った(40～1%) 

5 実施しなかった(0%) 

 

設問26. 設問 23で「5: 型取引はない」”以外”を回答した方にお伺いします。 

取引金額が最も大きい仕入先(発注先)との間で、「型」の所有権は誰が有しているかをお答えください。最も多

いところを一つ選択してください。【単一回答】 

1 自社 2 仕入先(発注先) 3 不明 4 その他(       ) 

 

設問27. 設問 25③量産終了後の型の保管費用の支払いで「1: 全ての企業に実施した」”以外”を回答した方にお

伺いします。 

量産終了後の型の保管期間について最も当てはまるものをお答えください。【単一回答】 

1 1年未満 2 1 年以上～3 年

未満 

3  3 年以上 10 年

未満 

4 10 年以上～15

年未満 

5 15年以上 

 

  



9 

 

 

Ⅷ．その他 
設問28. 貴社において、社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するために実施している

普及啓発活動等についてあてはまるもの選択してください。【複数回答可】 

1 下請法や振興基準等を踏まえて、自社の取引について自主点検を行い、社内ルールやマニュアル

を整備、見直ししている。 

2 経営トップからの指示で社内で周知している。 

3 社外で開催される下請法等の説明会やセミナー等に社員が参加している。 

4 社内で下請法等に係わる研修、e-learnig 等を定期的に実施している。 

5 仕入先(発注先)が取引に関する相談がしやすいよう、調達部署とは異なる第三者的立場の相談窓

口を設置している。 

6 仕入先(発注先)へ下請法等に係わる説明会やセミナーを実施している。 

7 直接の取引関係にある仕入先(発注先)のみならず、 さらにその先の仕入先等を含めた、複数の

取引段階にある事業者間で協力した取組を行っている。 

8 何も実施していない。 

9 その他(                     ) 

  
設問29. 委託先管理ルール(委託先の選定・調達やプロジェクト管理に関するルール・マニュアル等)を策定し運用し

ていますか。 

1 運用している         2 準備/策定中          3 運用していない    

 

設問30. 適切な対価を払わずに契約外・仕様外で委託先に業務を負わせない運用を徹底していますか。 

1 運用している                   2 運用していない  

 

設問31. 多重取引の削減を自主的に進める観点から、技術や専門性の補完、プロジェクト・マネジメントなどの合理的

な理由がある場合は別として、不当に多数の事業者に重層的に委託させる取引は自粛するようにしていますか。 

1 自粛している                  2 自粛していない    

 


